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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成29年10月12日(2017.10.12)
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【公開日】平成29年5月25日(2017.5.25)
【年通号数】公開・登録公報2017-019
【出願番号】特願2017-18000(P2017-18000)
【国際特許分類】
   Ｂ６２Ｄ   3/12     (2006.01)
   Ｆ１６Ｃ  17/02     (2006.01)
   Ｆ１６Ｃ  33/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６２Ｄ    3/12     ５０３Ａ
   Ｆ１６Ｃ   17/02     　　　Ｃ
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【手続補正書】
【提出日】平成29年8月8日(2017.8.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラック軸をギアケース内で軸方向に移動自在に支承するべく、ギアケースの内周面に固
定されてラック軸とギアケースとの間に介装されるようになっている合成樹脂製の滑り軸
受であって、半円筒状の外周面でギアケースの内周面に接触するようになっていると共に
ラック軸のラック歯側に切欠き部を有した半円環状の軸受基部と、ギアケースの内周面に
接触するようになっている円弧状の外周面を有すると共に軸受基部の軸方向の一方の半円
環状の端面から軸方向に一体的に伸びている第一の軸受部と、この第一の軸受部を一対の
スリットの夫々を介して軸心周りの方向で挟んで軸受基部の軸方向の一方の半円環状の端
面から軸方向に一体的に伸びている一対の第二の軸受部とを具備しており、第一の軸受部
は、ラック軸のラック歯側とは反対側の当該ラック軸の外周面に隙間をもって対面するよ
うになっている第一の軸受面を有しており、第二の軸受部の夫々は、ラック軸の外周面に
摺動自在に接触するようになっている第二の軸受面を有しており、第一の軸受面は、軸方
向と直交すると共にラック軸のラック歯側からラック軸のラック歯側とは反対側に向かう
方向の一定量を超えるラック軸の変位で、当該ラック軸の外周面に接触するようになって
いる滑り軸受。
【請求項２】
　第一の軸受部は、ギアケースの内周面に接触するようになっている外周面と、第一の軸
受面が設けられた内周面とを具備している請求項１に記載の滑り軸受。
【請求項３】
　第二の軸受部の夫々は、ギアケースの内周面に隙間をもって対面するようになっている
外周面と、ラック軸の外周面に摺動自在に接触するようになっている第二の軸受面が形成
された内周面とを具備している請求項１又は２に記載の滑り軸受。
【請求項４】
　第一の軸受部は、ギアケースの内周面に外周面で接触するようになっていると共に軸受
基部の軸方向の一方の半円環状の端面から軸方向に一体的に伸びている円弧部と、ラック
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軸のラック歯側とは反対側の当該ラック軸の外周面に隙間をもって対峙するように、円弧
部の内周面から径方向の内方に突出して当該円弧部の内周面に一体的に設けられていると
共に突出端面に第一の軸受面が形成された突出部とを具備している請求項１から３のいず
れか一項に記載の滑り軸受。
【請求項５】
　一対の第二の軸受部の夫々は、外周面でギアケースの内周面に隙間をもって対峙するよ
うになっていると共に軸受基部の軸方向の一方の半円環状の端面から軸方向に一体的に伸
びている弾性的可撓性の円弧部と、この円弧部の内周面から径方向の内方に突出して一体
的に設けられていると共に突出端面に第二の軸受面が形成された突出部とを具備している
請求項１から４のいずれか一項に記載の滑り軸受。
【請求項６】
　一対の第二の軸受部は、軸受基部を支点として径方向の内外方向に弾性的に撓み得るよ
うになっている請求項１から５のいずれか一項に記載の滑り軸受。
【請求項７】
　一対の第二の軸受面は、締め代をもってラック軸の外周面に接触するようになっている
請求項１から６のいずれか一項に記載の滑り軸受。
【請求項８】
　第一の軸受面並びに一対の第二の軸受面のうちの少なくとも一つの軸受面は、ラック軸
の外周面の曲率半径と実質的に同一の曲率半径をもった円弧凹面からなる請求項１から７
のいずれか一項に記載の滑り軸受。
【請求項９】
　第一の軸受面並びに一対の第二の軸受面のうちの少なくとも一つの軸受面は、ラック軸
の外周面の曲率半径よりも大きな曲率半径をもった円弧凹面からなる請求項１から８のい
ずれか一項に記載の滑り軸受。
【請求項１０】
　第一の軸受面並びに一対の第二の軸受面のうちの少なくとも一つの軸受面は、円弧凸面
からなる請求項１から９のいずれか一項に記載の滑り軸受。
【請求項１１】
　第一の軸受面並びに一対の第二の軸受面のうちの少なくとも一つの軸受面は、平坦面か
らなる請求項１から１０のいずれか一項に記載の滑り軸受。
【請求項１２】
　一対の第二の軸受部は、ラック軸の外周面に接触するその第二の軸受面の軸心周りの方
向での両中央点の第一の軸受部を挟む中心角が１８０°以下の角度を有するように、軸心
周りの方向で第一の軸受部を間にして互いに離間して軸受基部に一体的に形成されている
請求項１から１１のいずれか一項に記載の滑り軸受。


	header
	written-amendment

